
1．派遣労働者の数

2．労働者派遣の役務の提供を受けた者の数

3．派遣料金・派遣労働者の賃金に関する事項

※上記マージン率に含まれる費用

　・法定福利費（雇用主として負担する健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険等の保険料）

　・福利厚生費（有給休暇、健康診断費用に充当した費用）

　・旅費交通費（交通費や出張交通費用）

　・採用教育費（採用活動費や教育費用）

　・事業運営費（人件費、営業活動費、オフィス賃料、通信費、事業許可手続費用等、事業運営に関わる費用）

　・営業利益　

4．労働者派遣法第30条の4条1項の労使協定を締結しているか否かの別等

23,298円

10,155円

56.4%

1件

ソフトウェア開発技術者

有（協定の有効期間の終期：令和6年3月31日）

許可年月日

令和5年6月1日時点の派遣労働者の数 1名

事業所名所 株式会社ＡＣＤ

派03-300116派遣許可番号 平成30年11月1日

労使協定の締結の有無

協定対象派遣労働者の範囲

令和4年度派遣先事業所数（実績）

マージン率

（小数点以下一位未満の端数四捨五

派遣料金

（1日8時間あたりの平均）

派遣労働者賃金

（1日8時間あたりの平均）

労働者派遣法第23条第5項に基づき、以下の情報を提供します。

（対象期間：令和4年度（令和4年4月1日～令和5年3月31日））

マージン率等に係る情報提供



5．派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

対象者 実施主体 実施方法 賃金支給 費用負担

新規採用者 当社 OJT/Off-JT 有 無

1年以上の
雇用が

見込まれる方
当社 OJT/Off-JT 有 無
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